
議案第２２号

日立市立認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の制定について

日立市立認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例を別紙のとおり制定するものとする。

      令和 ２ 年 ３ 月 ４ 日提出

                日立市長  小 川 春 樹

                                

（提案説明）

新たに日立市立はなやま認定こども園を設置するため、本条例を制定

するものであります。



日立市立認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例

日立市立認定こども園の設置及び管理に関する条例（平成２５年条例

第２２号）の一部を次のように改正する。

第３条の表に次のように加える。

日立市立はなやま認定こども園 日立市金沢町２丁目１０番２３号

   附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（日立市立学校設置条例の一部改正）

２ 日立市立学校設置条例（昭和３９年条例第２３号）の一部を次のよ

うに改正する。

  別表日立市立塙山幼稚園の項を削る。

（日立市保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正）

３ 日 立市 保育 所 の設 置 及び 管理 に 関す る 条例 （昭 和 ４４ 年条 例 第６

号）の一部を次のように改正する。

  別表日立市かねさわ保育園の項を削る。


